
大学等連携推進法人について

（一般社団法人）○○地域大学ネットワーク機構 文
部
科
学
大
臣

②認定

・ 意見具申
・ 業務の実施状況
の評価

連携推進法人に関する
重要事項の決議

社員総会 大学等連携推進
評議会

理事会
（理事３人以上、監事１人以上、

代表理事１人） 法人に関する重要事項
の決議 ※学識経験者、産業界等で構成

法人の業務を執行

①申請

（例）国立大学法人 （例）公立大学法人

国立大学

（例）学校法人

公立大学 私立大学

・ 研究開発法人
・ 高等専門学校
・ 関係自治体

等

「社員」として参画 「社員」として参画 「社員」として参画

参加法人（大学を設置する者）

「社員」として参画

大臣による認定基準（例）
 大学等連携推進業務を主
たる目的とすること

 大学等連携推進業務に必
要な経理的基礎及び技術
的能力を有すること

 大学等連携推進方針を策
定し、インターネットの
利用などの適切な方法に
より、公表していること

 参加法人の有する議決権
の合計が総社員の議決権
の過半を占めていること

※ 法人には、毎事業年度終了後に事業報
告書や計算書類等の提出・公表を求める

大学等連携推進方針
 連携の推進を図る意義、大学等連携推進業務に関する事項
 連携開設科目の開設・共同教育課程の編成（大学間の役割分担含む）などの連携内容とその目標 等
大学等連携推進業務（例）
 教育機能の強化：大学間における教学上の連携に係る管理（協議の場の運営等）
 研究機能強化：産学連携・地域との協働に関する事業の共同実施、研究施設の共同管理、知的財産の共同管理
 運営効率化：FD・SDの共同実施、事務の共同実施、物品・ソフトウェアの共同調達
大学等連携推進法人における教学上の大学間連携
 連携開設科目の開設、連携開設科目を活用した教職課程の共同設置、共同教育課程（共同学位）での各大学修得
単位数の引下げ 等

法人の業務執行の決定

※評議会の設置は任意

※全学的な参画に限らず学部単位、学位プログラム単位での参画も可能

 18歳人口の減少やグローバル化の進展など高等教育を取り巻く環境が大きく変化する中、大学は、他の大学や地方公共団体、産業界などと
幅広く連携協力し、強みを持ち寄り、人的・物的リソースを効果的に活用しつつ、教育研究の充実に取り組んでいくことが求められる。

 そこで、大学等の緊密な連携を効果的に推進するために、大学の設置者等を社員とし、連携に係る協議調整や連携事業を一元的に実施す
るなどの業務を行う一般社団法人に対し、文部科学大臣が大学等連携推進法人として認定する制度を設ける。

 併せて、大学等連携推進法人の社員が設置する大学間において、大学が自ら開設することとされる授業科目について、他の大学が当該大学
と緊密に連携して開設した連携開設科目を当該大学が自ら開設するものとみなすことができる等の特例措置を設ける。

制度趣旨
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大学等連携推進法人・複数大学設置法人の下で新たに可能となる授業科目の連携開設について

 各大学で開設される授業科目について、
大学設置基準第19条において、「大学は、・・・・教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教
育課程を編成するものとする。」とされている（自ら開設の原則）。

 質の保証にも留意しつつ、継続的に緊密な連携が期待される大学等連携推進法人及び要件を満した複数大学設置法人の下
で、他の大学が当該大学と連携して開設した授業科目（連携開設科目）を当該大学においても自ら開設したものとみなす特
例措置を設ける。

概要

大学等連携推進法人
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社会ニーズ等に機動的に対応していくためには、各大学が強みを持ち寄り、
資源を有効活用しつつ、教育研究を行う在り方へ変化することが必要

＜連携開設科目のイメージ※学士課程の場合＞

自ら開設する科目 自ら開設する科目

A大学 B大学

124単位 124単位

＜得られる成果＞
①各大学の強みや特色を生かして、
・充実した教育プログラムの提供
・弱点分野の相互補完
・地域が求める人材等を連携して
育成

②各大学の教育研究資源を有効
活用することで、

・きめ細かな指導や少人数教育の
実施

質保証の要件
 大学等連携推進法人が教学上の連携を図る意義・目標、実施計画等を共有、明確化するための「大学等連携推進方針」を策定し、文部科学大

臣へ届出
 参加大学間で連携開設科目を適切に運営するための教学管理体制を構築（授業内容や授業計画、成績評価の基準等を協議、調整する場）
 連携開設科目で修得できる単位数の上限を設定（学士課程：30単位を上限）
 連携開設科目の科目名、授業計画、成績評価の基準等の情報公表を義務付け 等

A大学に通う学生が卒業に
必要な科目はA大学が自ら

開設するのが原則

Ａ大学に通う学生が卒業に必要な科目のうち、30単
位を上限にＢ大学で開設された科目をA大学において

も開設されたものとみなす（連携開設科目）

自ら開設する科目

124単位 124単位

A大学

自ら開設する科目

B大学

30単位

理事会

30単位 ⇒例えば、地域の大学が連携して
数理・データサイエンス・AI教育を
実施することや、教養教育を充実
させることが可能に。



大学間での教育課程上の連携
 学生が卒業するために必要となる単位数について、原則として、当該学生が所属する大学が自ら開設することとされている（大学

設置基準第19条第1項）。
 他方で、大学間での教育課程上の連携を実現するため、いわゆる単位互換、連携開設科目、共同教育課程により他の大学が

提供する教育により単位修得が可能となっている。
 特に連携開設科目や共同教育課程については、制度的に担保された大学間での連携に基づき、所属する学生が必要とする授

業科目を自ら開設する原則について特例措置を設けている。
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①原則：大学設置基準第19条第1項 ※学士課程の場合（以下同様）

Ａ大学が自ら開設する科目
A大学

124単位

②いわゆる単位互換：大学設置基準第28条第1項等

Ａ大学自ら開設する科目
B大学

64単位 (上限)60単位

③連携開設科目：大学設置基準第19条の2第1項
Ａ大学が自ら
開設する科目

94単位 (上限)30単位

Ｂ大学が開設する
連携開設科目

④共同教育課程：大学設置基準第43条第1項

Ａ大学が開設
する科目

62単位(最低31単位) 62単位(最低31単位)

Ｂ大学が開設
する科目

Ｂ大学が開設する科目

• Ａ大学はＢ大学の連携開設科目を自ら開設した科目とみな
せる

• 学生は30単位を上限にＢ大学が開設する連携開設科目を
Ａ大学の卒業に必要な科目として履修し、単位を取得できる

●連携に関する要件等

A大学

A大学

A大学

B大学

協定の
締結 協議の場

設置者に
よる方針
策定

○
前提として
大学間で任
意に策定す
ることが望
まれる

△
任意で実施
可能

△
任意で策定
可能

○
前提として
大学間で任
意に策定す
ることが望
まれる

◎
大学間で設
置基準上設
けることが
必要

◎
設置者は設
置基準上策
定が必要

○
前提として
大学間で任
意に策定す
ることが望
まれる

◎
大学間で設
置基準上設
けることが
必要

△※

任意で策定
可能
※大学等連携推進
法人制度の特例を
利用する場合は策
定が必要

• Ａ大学とＢ大学が共同して課程を編成
• 学生はＡ大学、Ｂ大学それぞれの科目

を最低31単位（大学等連携推進法
人の特例を利用した場合は20単位）
履修する

※ ２大学による１つの教育課程

• Ａ大学は学生の卒業に必要な124単位分の科目を開設
• 学生がＢ大学で修得した単位を60単位を上限にＡ大学

で修得したものとみなす（Ａ大学の開設科目との互換）
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